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相続法はどう変わる？
――①中間試案における配偶者の居住権、可分債権の取扱い

務
省
の
法
制
審
議
会
の
民
法

（
相
続
関
係
）部
会
に
お
い
て
、

民
法
の
相
続
関
係
（
相
続
法
）
の
改

正
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
中

間
試
案
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
意
見
募
集
）
は
終
了
し
て
お
り
、

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
第
14
回
部

会
（
以
下
、
本
件
部
会
）
が
10
月
18

日
に
開
か
れ
た
。
本
稿
で
は
、
中
間

試
案
の
各
改
正
案
の
う
ち
、
今
後
部

会
で
引
き
続
き
検
討
さ
れ
る
予
定
で
、

か
つ
関
心
が
高
い
と
思
わ
れ
る
も
の

に
つ
い
て
解
説
す
る
。

中
間
試
案
の
内
容
と

今
後
の
方
向
性

　

中
間
試
案
で
は
、
配
偶
者
の
居
住

権
、
配
偶
者
の
相
続
分
引
上
げ
、
遺

産
分
割
時
の
可
分
債
権
の
取
扱
い
、

自
筆
証
書
遺
言
の
方
式
、
遺
言
の
効

力
、
遺
留
分
減
殺
請
求
、
相
続
人
以

外
の
者
の
貢
献
な
ど
に
関
す
る
も
の

が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
配
偶
者
の
相

続
分
引
上
げ
な
ど
一
部
の
案
は
、
す

で
に
本
件
部
会
で
撤
回
が
検
討
さ
れ

て
い
る
（
図
表
１
）。

被
相
続
人
が
所
有
す
る
住
居
に
無
償

で
住
ん
で
い
る
配
偶
者
は
、
遺
産
分

割
終
了
ま
で
の
間
、
無
償
で
住
居
の

使
用
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ

の
住
居
が
配
偶
者
以
外
の
相
続
人
に

遺
贈
さ
れ
た
場
合
な
ど
で
も
、
相
続

開
始
か
ら
一
定
期
間
（
例
え
ば
６
ヵ

月
間
）
は
無
償
で
使
用
で
き
る
。

　

ま
た
、
配
偶
者
は
対
価
を
支
払
う

こ
と
な
く
住
め
る
た
め
、
賃
料
相
当

額
の
経
済
的
利
益
を
得
て
い
る
こ
と

に
な
る
が
、
遺
産
分
割
で
は
そ
の
利

益
は
具
体
的
相
続
分
に
算
入
さ
れ
な

い
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

短
期
居
住
権
を
取
得
し
た
こ
と
で
配

偶
者
の
相
続
分
が
減
少
し
て
し
ま
う

こ
と
は
な
い
。

⑵
長
期
居
住
権

①
現
行
の
取
扱
い

　

被
相
続
人
と
同
居
し
て
い
た
相
続

人
が
、
遺
産
分
割
終
了
後
も
住
み
続

け
る
に
は
、
例
え
ば
遺
産
分
割
で
そ

の
相
続
人
自
身
が
住
居
の
所
有
者
と

な
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
そ
の
住
居

の
評
価
額
分
、
住
居
以
外
の
遺
産
の

取
り
分
が
少
な
く
な
る
の
で
、
特
に

配
偶
者
の
居
住
権
に
関
す
る
案

⑴
短
期
居
住
権

①
現
行
の
取
扱
い

　

被
相
続
人
の
所
有
す
る
住
居
は
、

遺
言
等
が
な
い
場
合
、
相
続
開
始
と

同
時
に
相
続
人
全
員
の
共
有
と
な
る
。

そ
の
た
め
、
そ
の
住
居
で
被
相
続
人

と
同
居
し
て
い
た
相
続
人
が
相
続
開

始
後
も
住
居
に
住
み
続
け
た
く
て
も
、

他
の
相
続
人
が
反
対
し
た
場
合
な
ど

は
住
め
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　

従
来
、
こ
の
よ
う
な
相
続
人
（
配

偶
者
に
限
ら
れ
な
い
）
に
つ
い
て
は
、

被
相
続
人
と
の
間
で
、
少
な
く
と
も

遺
産
分
割
終
了
ま
で
の
間
、
住
居
を

無
償
で
使
用
さ
せ
る
合
意
が
あ
っ
た

も
の
と
し
て
居
住
を
認
め
る
取
扱
い

が
最
高
裁
判
所
の
判
例
で
確
立
し
て

い
た
。
し
か
し
、
そ
の
住
居
を
他
の

相
続
人
が
遺
言
で
相
続
し
た
場
合
な

ど
は
、
そ
う
し
た
合
意
が
認
め
ら
れ

な
い
た
め
、
居
住
を
保
護
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

②
中
間
試
案
の
取
扱
い

　

中
間
試
案
で
は
、
相
続
開
始
時
に

金
債
権
は
そ
の
他
の
相
続
人
が
取
得

す
る
と
い
っ
た
遺
産
分
割
が
で
き
ず
、

柔
軟
な
分
割
が
で
き
な
い
な
ど
の
問

題
が
あ
っ
た
。

②
中
間
試
案
の
取
扱
い

　

中
間
試
案
で
は
、
可
分
債
権
の
う

ち
少
な
く
と
も
預
貯
金
債
権
は
、
遺

産
分
割
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
。
特
定
の
相
続
人
が
生
前
贈
与
を

受
け
て
い
た
場
合
は
、
そ
の
生
前
贈

与
を
特
別
受
益
と
し
て
考
慮
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
、
相
続
人
間
の
不

公
平
を
あ
る
程
度
解
消
で
き
る
。

　

こ
の
案
は
、
引
き
続
き
採
用
す
る

方
向
で
検
討
さ
れ
る
が
、
現
在
、
預

金
債
権
の
遺
産
分
割
に
関
す
る
事
件

が
最
高
裁
判
所
の
大
法
廷
で
審
理
中

で
あ
る
。
預
貯
金
債
権
な
ど
の
可
分

債
権
は
、
原
則
と
し
て
相
続
開
始
と

同
時
に
相
続
分
に
従
っ
て
分
割
さ
れ
、

各
相
続
人
が
取
得
す
る
と
し
た
前
述

の
判
例
が
変
更
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
そ
の
た
め
、
判
決
を
待
っ
て
検

討
を
進
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

③
取
扱
い
の
比
較

　

具
体
例
と
し
て
、
図
表
２
の
よ
う

が
、
そ
の
評
価
額
は
所
有
権
と
比
較

す
る
と
低
く
抑
え
ら
れ
る
た
め
、
配

偶
者
の
長
期
居
住
権
以
外
の
遺
産
の

取
り
分
が
多
く
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

可
分
債
権
の

取
扱
い
に
関
す
る
案

⑴
遺
産
分
割
の
対
象
に
な
る
か

①
現
行
の
取
扱
い

　

現
行
で
は
、
預
貯
金
債
権
な
ど
の

可
分
債
権
は
、
原
則
と
し
て
相
続
開

始
と
同
時
に
相
続
分
に
従
っ
て
分
割

さ
れ
、
各
相
続
人
が
取
得
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る（
最
高
裁
判
所
判
例
）。

相
続
人
全
員
が
合
意
し
な
い
限
り
遺

産
分
割
の
対
象
に
な
ら
な
い
。

　

こ
の
場
合
、
主
な
遺
産
が
預
貯
金

債
権
の
み
で
、
か
つ
特
定
の
相
続
人

が
生
前
贈
与
を
受
け
て
い
た
場
合
に

は
、
遺
産
分
割
の
中
で
生
前
贈
与
を

特
別
受
益
（
相
続
財
産
の
前
渡
し
に

あ
た
る
よ
う
な
生
前
贈
与
な
ど
）
と

し
て
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
、
相
続
人
間
で
不
公
平
が
生
じ
や

す
い
。
ま
た
、
不
動
産
を
特
定
の
相

続
人
が
取
得
す
る
代
わ
り
に
、
預
貯

法高
齢
の
配
偶
者
の
場
合
に
は
生
活
資

金
に
困
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

②
中
間
試
案
の
取
扱
い

　

中
間
試
案
で
は
、
相
続
開
始
時
に

被
相
続
人
が
所
有
す
る
住
居
に
住
ん

で
い
る
配
偶
者
は
、
遺
贈
や
遺
産
分

割
な
ど
に
よ
り
、
終
身
ま
た
は
一
定

期
間
、
住
居
の
使
用
が
で
き
る
（
長

期
居
住
権
を
取
得
で
き
る
）
こ
と
と

さ
れ
た
。

　

短
期
居
住
権
と
異
な
り
、
遺
産
分

割
時
に
長
期
居
住
権
が
考
慮
さ
れ
る

図表１　中間試案の主な内容と今後の方向性（本件部会時点）
改正案 内容 今後の方向性

１ 配偶者の居住権
短期：遺産分割確定までの間、無償で建物を使用できる 検討

長期：終身または一定期間建物を使用できる 検討

２ 配偶者の
相続分引上げ

婚姻後の財産増加割合によって配偶者の具体的相続分を
増やすか、20年（または30年）の間、婚姻している場合
に法定相続分を増やす

撤回方向

３ 可分債権の取扱い 預貯金債権を遺産分割の対象とする 検討※

４ 自筆証書遺言

遺言のうち財産の特定に関する事項（不動産の所在地や
預金の口座番号）については自書を不要とする 検討

遺言の訂正部分の押印を不要とする 撤回方向
遺言（原本）を公的機関に保管委託できるようにする 検討

５ 遺言の効力など

法定相続分を超えて取得した部分は対抗要件が必要 検討
相続債務の相続人間での負担割合を相続分の指定などに
応じた割合とすることができる 検討

遺贈義務者は、遺贈の対象物・権利の担保責任を負う 検討

６ 遺留分減殺請求

減殺請求をすると原則として金銭で支払われる 検討
相続開始前の一定期間（５年など）に、相続人への生前
贈与があった場合、遺留分算定基礎財産に算入 検討

相続人に遺贈・贈与された法定相続分を超える部分の財
産を減殺対象とする 撤回方向

遺留分の計算の際、遺留分権利者が得た財産価額は具体
的相続分相当額とする 検討

７ 相続人以外の者の
貢献

相続人以外の者が被相続人の看護などをした場合、金銭
を請求できる 検討

※現在、預金債権の遺産分割に関する事件が最高裁判所の大法廷で審理中であり、判例が変更さ
れる可能性があるため、その判決を待って検討を進めることとされている。

（注）各改正案の今後の方向性については、本件部会時点での検討結果に基づくものであり、今後
も変更の可能性があることに留意されたい。

（出所）「民法（相続関係）等の改正に関する中間試案」および本件部会資料14「今後の検討の方
向性」を基に大和総研作成
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０
０
万
円
を
取
得

す
る
。
と
こ
ろ
が
、

Ｂ
は
、
生
前
贈
与

で
５
５
０
０
万
円

を
得
て
い
る
の
で
、

実
質
的
に
被
相
続

人
か
ら
７
５
０
０

万
円
の
経
済
的
利

益
を
得
て
い
る
こ

と
に
な
り
、
Ｃ
に

と
っ
て
不
公
平
な

結
果
に
な
る
。

　

他
方
、
中
間
試

案
に
よ
る
と
、
預

金
債
権
４
０
０
０

万
円
が
遺
産
分
割

の
対
象
と
な
る
た

め
、
遺
産
分
割
で

特
別
受
益
を
考
慮

で
き
る
。
Ｂ
の
具

体
的
相
続
分
は
、

預
金
債
権
４
０
０

０
万
円
に
特
別
受
益
に
あ
た
る
生
前

贈
与
５
５
０
０
万
円
を
加
算
し
た
額

（
み
な
し
相
続
財
産
）
に
法
定
相
続

分
を
掛
け
、
さ
ら
に
そ
の
額
か
ら
生

な
場
合
を
想
定
す
る
。
現
行
で
は
、

預
金
債
権
は
相
続
開
始
時
に
相
続
分

に
応
じ
て
分
割
相
続
さ
れ
る
の
で
、

子
Ｂ
と
Ｃ
は
と
も
に
預
金
債
権
２
０

小
林
章
子
●
こ
ば
や
し
・
あ
き
こ

大
和
総
研
研
究
員　

弁
護
士

金
融
商
品
取
引
法
・
会
社
法
の
ほ
か
、
金
融
・
証
券
税
制
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
う
。
著
書
と
し
て
、

「
税
金
読
本
」「
法
人
投
資
家
の
た
め
の
証
券
投
資
の
会
計
・
税
務
」（
い
ず
れ
も
共
著
、大
和
証
券
刊
）。

前
贈
与
５
５
０
０
万
円
を
差
し
引
い

た
額
と
な
り
、
Ｂ
の
相
続
分
は
０
円

と
な
る
（
マ
イ
ナ
ス
分
を
Ｃ
に
支
払

う
必
要
は
な
い
）。
Ｃ
は
、
預
金
債

権
４
０
０
０
万
円
全
額
を
取
得
す
る

こ
と
が
で
き
、
現
行
と
比
較
し
て
あ

る
程
度
不
公
平
が
解
消
で
き
る
こ
と

に
な
る
。

⑵
遺
産
分
割
前
の
払
戻
し

①
現
行
の
取
扱
い

　

現
行
で
は
、
預
貯
金
債
権
な
ど
の

可
分
債
権
は
、
原
則
と
し
て
相
続
開

始
と
同
時
に
相
続
分
に
従
っ
て
分
割

さ
れ
、
各
相
続
人
が
取
得
す
る
。

　

そ
の
た
め
、
遺
産
分
割
前
に
各
相

続
人
が
金
融
機
関
に
対
し
て
、
相
続

分
に
応
じ
て
取
得
し
た
預
貯
金
の
払

戻
し
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。
金
融

機
関
に
と
っ
て
は
、
遺
産
分
割
前
に

預
貯
金
を
払
い
戻
す
と
、
例
え
ば
遺

言
で
法
定
相
続
分
と
異
な
る
相
続
分

が
指
定
さ
れ
て
い
た
場
合
な
ど
、
二

重
払
い
の
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
に
な

る
。
銀
行
実
務
で
は
こ
の
リ
ス
ク
を

回
避
す
る
た
め
、
相
続
人
全
員
の
同

意
書
の
提
出
を
条
件
と
し
て
払
戻
し

に
応
じ
る
な
ど
の
対
応
を
取
っ
て
お

り
、
不
安
定
な
対
応
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

②
中
間
試
案
の
取
扱
い

　

中
間
試
案
で
は
、
遺
産
分
割
前
の

払
戻
し
を
認
め
る
案
と
、
原
則
と
し

て
認
め
な
い
案
の
２
つ
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
原
則
と
し
て
払
戻
し
を
認

め
な
い
案
で
は
、
例
外
的
に
払
戻
し

を
認
め
る
場
合
と
し
て
、
相
続
人
全

員
の
同
意
が
あ
る
場
合
や
、
各
預
金

口
座
の
相
続
開
始
時
の
残
高
の
う
ち

の
一
定
割
合
ま
で
に
限
定
す
る
こ
と

な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
案
に
つ
い
て
も
、
前
述
の
預

金
債
権
の
遺
産
分
割
に
関
す
る
事
件

の
判
決
を
待
っ
て
、
検
討
を
進
め
る

こ
と
と
さ
れ
た
。 

（注）なお、ＣはＢに対して遺留分減殺請求もできるが、この例ではＣの遺留分額は（4,000万円＋5,500万円）
×１／２（遺留分率）×１／２（法定相続分）＝2,375万円となり、Ｃは差し引き375万円しかプラスに
ならない。

（出所）「民法（相続関係）等の改正に関する中間試案」および現行法令を基に大和総研作成

・Ａが死亡し、相続が開始。
・相続人はＡの子ＢとＣの２人。
・相続財産は預金債権 , 万円。
・子Ｂは生前贈与で , 万円取
得。

子Ｂ ＋ ＝
生前贈与
, 万円

預金債権
, 万円

（実質利益）
, 万円

子Ｃ ＝
預金債権
, 万円 , 万円

【遺産分割外】
, 万円× / （法定相続分）＝ , 万円を取得（注）

子Ｂ ＋ ＝
生前贈与
, 万円

預金債権
０円

（実質利益）
, 万円

子Ｃ ＝
預金債権
, 万円 , 万円

【遺産分割】
（ , 万円＋ , 万円）× / － , 万円（生前贈与）
＝－ 万円（相続分は０円）

子Ｃ
（相続人）

子Ｂ
（相続人）

母Ａ
（被相続人）

預金債権
, 万円

生前贈与
, 万円

現
行
の

取
扱
い

中
間
試
案
の

取
扱
い

図表２　可分債権の取扱いの比較（預金債権の場合）
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